
平

成

五

條

市

議

会

第

三

回

九

月

定

例

会

会

議

録
（
第

五

号
）

二

十

年

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─-

─
─
─
─
─
─

平
成
二
十
年
九
月
二
十
五
日
（
木
曜
日
）

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─-

─
─
─
─
─
─

議

事

日

程
（
第

九

号
）

平
成
二
十
年
九
月
二
十
五
日

午
前
十
時
開
議

第

一

同

第

六
号

五
條
市
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て

第

二

同

第

七
号

五
條
市
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て

第

三

発
議
第

十
号

吉
野
市
長
に
対
す
る
辞
職
勧
告
決
議
に
つ
い
て

第

四

発
議
第
十
一
号

新
た
な
過
疎
対
策
法
の
制
定
に
関
す
る
意
見
書

第

五

発
議
第
十
二
号

仕
事
と
生
活
の
調
和
（
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）
の
街
づ
く
り
に
関
す
る
意
見
書

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

本
日
の
会
議
に
付
し
た
事
件

議
事
日
程
の
と
お
り

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

出
席
議
員
（
二
十
一
名
）

一
番

西

本

幸

洋

二
番

太

田

好

紀

三
番

川

村

家

廣

四
番

藤

冨

美

恵

子



五
番

池

上

輝

雄

六
番

益

田

吉

博

七
番

山

田

由

比

己

八
番

山

田

澄

雄

九
番

峯

林

宏

政

十
番

西

尾

彦

和

十
一
番

北

山

和

生

十
二
番

山

本

久

和

十
三
番

花

谷

昭

典

十
四
番

佐

久

間

正

己

十
五
番

寺

本

保

英

十
六
番

樫

塚

凱

一

十
七
番

黄

木

英

夫

十
八
番

土

井

康

嗣

十
九
番

榮

林

末

次

二
十
番

大

谷

龍

雄

二
十
一
番

田

原

清

孝

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

欠
席
議
員
（
な
し
）

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

説
明
の
た
め
の
出
席
者

市
長

吉

野

晴

夫



副
市
長

榮

林

勝

美

教
育
長
職
務
代
行
者

田

野

瀬

俊

夫

市
長
公
室
長

岡

本

和

人

総
務
部
長

田

中

衛

都
市
整
備
部
長

阪

ノ

上

武

則

生
活
産
業
部
長

林

正

信

健
康
福
祉
部
長

山

下

正

次

上
下
水
道
部
長

辻

本

衡

司

社
会
福
祉
協
議
会
事
務
局
長

清

水

勝

会
計
管
理
者

櫻

本

泰

司

西
吉
野
支
所
長

岸

本

悟

大
塔
支
所
長

土

井

祥

嗣

消
防
本
部
次
長

窪

佳

秀

監
理
管
財
課
長

海

老

原

保

企
画
財
政
課
長

水

脇

正

雄

秘
書
課
長

下

村

洋

次

庶
務
課
長

上

田

卓

司

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─-

─
─
─
─
─
─

事
務
局
職
員
出
席
者

事
務
局
長

森

本

博

文

事
務
局
次
長

乾

旬

事
務
局
係
長

西

峯

久

美



事
務
局
主
任

笹

谷

豊

速
記
者

柳

ヶ

瀬

五

美

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

午
後
一
時
三
十
分
再
開

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
た
だ
い
ま
か
ら
、
昨
日
の
延
会
前
に
引
き
続
き
本
会
議
を
再
開
い
た
し
ま
す
。

た
だ
い
ま
の
出
席
議
員
数
は
定
足
数
に
達
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
会
議
が
成
立
い
た
し
ま
す
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
本
日
の
日
程
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
手
元
に
配
付
済
み
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

配
付
漏
れ
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
─
─
。

こ
れ
よ
り
日
程
に
入
り
ま
す
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
日
程
第
一
、
同
第
六
号
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

事
務
局
長
に
件
名
を
朗
読
さ
せ
ま
す
。

○
事
務
局
長
（
森
本
博
文
）
同
第
六
号

五
條
市
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─-

─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。
吉
野
市
長
。

〔
市
長

吉
野
晴
夫
登
壇
〕

○
市
長
（
吉
野
晴
夫
）
た
だ
い
ま
上
程
い
た
だ
き
ま
し
た
同
第
六
号

五
條
市
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
の
提
案
理
由
の
御
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。

御
承
知
の
と
お
り
、
教
育
委
員
会
委
員
で
あ
り
ま
し
た
御
勢
久
右
衛
門
委
員
が
、
平
成
十
八
年
十
一
月
十
三
日
に
死
去
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
後
任
の
委
員
の
任
命
に
つ
い
て

同
意
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

後
任
と
し
て
、
赤
井

猛
氏
を
お
願
い
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

同
氏
は
、
人
格
も
高
潔
で
、
教
育
及
び
文
化
に
お
い
て
も
深
い
見
識
が
あ
り
、
人
望
も
厚
く
、
教
育
委
員
会
委
員
と
し
て
適
任
者
で
あ
り
ま
す
。



御
理
解
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ど
う
か
議
員
各
位
の
満
場
一
致
の
御
賛
同
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
提
案
理
由
の
説
明
が
終
わ
り
ま
し
た
。

こ
れ
よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。
─
─
。

質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
本
案
に
つ
き
ま
し
て
は
討
論
並
び
に
委
員
会
付
託
を
省
略
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
本
案
は
討
論
並
び
に
委
員
会
付
託
を
省
略
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

こ
れ
よ
り
本
案
を
起
立
に
よ
り
採
決
い
た
し
ま
す
。
（
「
二
十
番
」
の
声
あ
り
）
大
谷
議
員
。

○
二
十
番
（
大
谷
龍
雄
）
議
長
に
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

た
だ
い
ま
吉
野
市
長
か
ら
教
育
委
員
の
提
案
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
間
吉
野
市
長
の
疑
惑
を
理
由
に
、
採
決
に
当
た
り
ま
し
て
は
退
席
を
い
た
し
ま
し
て
棄
権
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
昨
日
の
調
査
特
別
委
員
会
の
結
論
を
御
存
じ
の
よ
う
に
、
疑
惑
は
濃
厚
だ
と
い
う
結
論
が
出
さ
れ
、
ま
た
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
虚
偽
証
言
と

い
う
こ
と
で
告
発
が
決
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
の
吉
野
市
長
か
ら
の
再
度
の
教
育
委
員
の
提
出
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
今
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
、
採
決
に
当
た
り
ま
し
て

は
退
席
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
棄
権
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
議
長
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
よ
ろ
し
く
取
り
計
ら
い
の
ほ
ど
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
本
案
は
原
案
の
と
お
り
同
意
す
る
こ
と
に
賛
成
の
方
の
起
立
を
求
め
ま
す
。

〔
賛
成
者
起
立
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
起
立
少
数
で
あ
り
ま
す
。

よ
っ
て
本
案
は
、
否
決
さ
れ
ま
し
た
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
次
に
日
程
第
二
、
同
第
七
号
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

事
務
局
長
に
件
名
を
朗
読
さ
せ
ま
す
。

○
事
務
局
長
（
森
本
博
文
）
同
第
七
号

五
條
市
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
。



─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。
吉
野
市
長
。

〔
市
長

吉
野
晴
夫
登
壇
〕

○
市
長
（
吉
野
晴
夫
）
た
だ
い
ま
上
程
い
た
だ
き
ま
し
た
同
第
七
号

五
條
市
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
の
提
案
理
由
の
御
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。

御
承
知
の
と
お
り
、
教
育
委
員
会
委
員
で
あ
り
ま
し
た
田
村
幸
子
教
育
長
が
平
成
十
九
年
五
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
辞
職
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
任
の
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
、
同
意
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

後
任
と
し
て
伊
藤

中
氏
を
お
願
い
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

同
氏
は
人
格
も
高
潔
で
、
特
に
教
育
指
導
に
お
き
ま
し
て
は
精
通
さ
れ
て
お
り
、
歴
史
、
文
化
に
も
深
く
見
識
の
あ
る
方
で
す
。
ま
た
、
人
望
も
厚
く
、
教
育
委
員
会
委
員
と

し
て
適
任
者
で
あ
り
ま
す
。

御
理
解
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ど
う
か
議
員
各
位
の
満
場
一
致
の
御
賛
同
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
提
案
理
由
の
説
明
が
終
わ
り
ま
し
た
。

こ
れ
よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。
─
─
。

質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
本
案
に
つ
き
ま
し
て
は
討
論
並
び
に
委
員
会
付
託
を
省
略
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
本
案
は
討
論
並
び
に
委
員
会
付
託
を
省
略
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

こ
れ
よ
り
本
案
を
起
立
に
よ
り
採
決
い
た
し
ま
す
。
（
「
二
十
番
」
の
声
あ
り
）
大
谷
議
員
。

○
二
十
番
（
大
谷
龍
雄
）
た
だ
い
ま
吉
野
市
長
か
ら
提
案
さ
れ
ま
し
た
教
育
委
員
さ
ん
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
先
ほ
ど
の
同
じ
理
由
を
も
ち
ま
し
て
退
席
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
採
決

に
当
た
り
ま
し
て
は
棄
権
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
議
長
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
よ
ろ
し
く
取
り
計
ら
い
の
ほ
ど
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
本
案
は
原
案
の
と
お
り
同
意
す
る
こ
と
に
賛
成
の
方
の
起
立
を
求
め
ま
す
。

〔
賛
成
者
起
立
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
起
立
少
数
で
あ
り
ま
す
。



よ
っ
て
本
案
は
、
否
決
さ
れ
ま
し
た
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
次
に
日
程
第
三
、
発
議
第
十
号
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

事
務
局
長
に
朗
読
さ
せ
ま
す
。

○
事
務
局
長
（
森
本
博
文
）
発
議
第
十
号

吉
野
市
長
に
対
す
る
辞
職
勧
告
決
議
に
つ
い
て
。

標
記
の
こ
と
に
つ
い
て
、
五
條
市
議
会
会
議
規
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
別
紙
の
と
お
り
提
出
す
る
の
で
決
議
を
求
め
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
五
日
提
出

提

出

者

五
條
市
議
会
議
員

益

田

吉

博

賛

成

者

五
條
市
議
会
議
員

寺

本

保

英

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
吉
野
市
長
の
退
場
を
求
め
ま
す
。

〔
市
長
退
場
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
提
出
者
の
説
明
を
求
め
ま
す
。
六
番
益
田
吉
博
議
員
。

〔
六
番

益
田
吉
博
登
壇
〕

○
六
番
（
益
田
吉
博
）
た
だ
い
ま
上
程
さ
れ
ま
し
た
発
議
第
十
号

吉
野
市
長
に
対
す
る
辞
職
勧
告
決
議
に
つ
い
て
議
長
か
ら
発
言
の
お
許
し
が
出
ま
し
た
の
で
、
案
を
朗
読
し
て

提
案
理
由
の
説
明
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

吉
野
市
長
に
対
す
る
辞
職
勧
告
決
議
（
案
）

昨
年
四
月
二
十
二
日
に
吉
野
市
政
が
誕
生
し
、
就
任
後
初
と
な
る
平
成
十
九
年
第
二
回
六
月
定
例
会
以
来
、
五
度
の
市
議
会
定
例
会
と
二
度
の
臨
時
会
を
経
て
、
現
在
、
六
度

目
の
市
議
会
定
例
会
中
で
あ
る
が
、
こ
の
間
の
様
々
な
時
と
場
所
に
お
け
る
吉
野
市
長
の
言
動
は
、
市
政
の
混
乱
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
。

そ
の
要
因
と
し
て
、
以
下
列
挙
す
る
。

ま
ず
は
、
無
責
任
な
政
治
姿
勢
で
あ
る
。

消
防
庁
舎
建
設
予
定
地
の
見
直
し
を
表
明
し
、
今
日
ま
で
結
論
を
持
ち
越
し
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
。
現
在
は
休
止
と
さ
れ
て
い
る
が
、
岡
中
継
施
設
築
造
工
事
の
突
然
の
工
事



中
止
の
決
定
、
幼
稚
園
及
び
保
育
所
の
統
廃
合
に
対
す
る
保
護
者
や
市
民
へ
の
無
責
任
な
対
応
、
さ
ら
に
は
、
今
定
例
会
で
偽
証
の
告
発
を
、
大
多
数
の
議
員
の
賛
成
に
よ
り
議

決
さ
れ
た
こ
と
な
ど
、
全
く
無
責
任
な
政
治
姿
勢
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ず
、
五
條
市
政
を
預
か
る
最
高
責
任
者
と
し
て
は
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
欠
如
を
指
摘
す
る
も
の
で

あ
る
。

次
に
、
地
方
自
治
制
度
に
対
す
る
理
解
不
足
で
あ
る
。

地
方
自
治
体
の
意
思
は
、
最
終
的
に
市
民
の
代
表
者
た
る
議
会
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
執
行
機
関
で
あ
る
市
長
に
よ
り
事
務
執
行
が
進
め
ら
れ
る
。
こ
の
両
者
は
も
と
も
と
役

割
が
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
市
長
が
自
ら
の
職
務
を
円
滑
に
進
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
議
会
敵
視
と
い
う
姿
勢
は
あ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
市
長
の
議
会
軽
視

の
姿
勢
、
さ
ら
に
は
無
用
に
議
員
を
敵
視
し
、
混
乱
を
助
長
す
る
か
の
よ
う
な
行
為
を
見
る
限
り
、
議
会
と
市
長
の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
な
ど
、
基
本
的
な
地
方
自
治
制
度
に
全
く

無
理
解
で
あ
る
と
疑
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

以
上
、
述
べ
た
と
お
り
、
吉
野
市
長
は
、
行
政
の
最
高
執
行
責
任
者
と
し
て
の
基
本
的
な
資
質
が
著
し
く
欠
如
し
て
お
り
、
自
ら
率
先
し
て
市
政
の
混
乱
に
拍
車
を
か
け
て
さ

え
い
る
。

よ
っ
て
、
五
條
市
議
会
は
、
こ
れ
ま
で
の
市
政
運
営
の
在
り
方
に
つ
い
て
極
め
て
重
大
な
危
機
感
を
募
ら
せ
て
お
り
、
一
刻
も
早
く
市
民
の
市
政
に
対
す
る
信
頼
を
回
復
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
く
認
識
す
る
も
の
で
あ
る
。

吉
野
市
長
は
、
市
政
運
営
の
最
高
責
任
者
と
し
て
自
ら
の
失
態
に
つ
い
て
強
く
反
省
さ
れ
、
自
ら
の
責
任
と
意
思
に
よ
り
市
長
の
職
を
辞
す
る
こ
と
を
勧
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
決
議
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
五
日

五
條
市
議
会

議
員
各
位
に
は
、
何
と
ぞ
御
賛
同
賜
り
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
提
案
理
由
の
説
明
が
終
わ
り
ま
し
た
。

こ
れ
よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。
─
─
。

質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
本
件
に
つ
き
ま
し
て
は
委
員
会
付
託
を
省
略
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕



○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
本
案
は
、
委
員
会
付
託
を
省
略
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

こ
れ
よ
り
討
論
に
入
り
ま
す
。
討
論
の
通
告
が
あ
り
ま
す
の
で
、
西
本
幸
洋
議
員
の
発
言
を
許
し
ま
す
。
一
番
西
本
幸
洋
議
員
。

〔
一
番

西
本
幸
洋
登
壇
〕

○
一
番
（
西
本
幸
洋
）
議
長
か
ら
発
言
の
許
可
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
私
か
ら
は
、
た
だ
い
ま
益
田
議
員
か
ら
提
案
さ
れ
ま
し
た
発
議
第
十
号

吉
野
市
長
に
対
す
る
辞
職
勧

告
決
議
に
対
し
て
、
反
対
の
立
場
か
ら
討
論
い
た
し
ま
す
。

た
だ
い
ま
益
田
議
員
か
ら
吉
野
市
長
に
対
す
る
辞
職
勧
告
決
議
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
が
、
昨
日
本
会
議
に
お
き
ま
し
て
、
吉
野
市
長
の
虚
偽
の
陳
述
に

対
す
る
告
発
が
賛
成
多
数
で
決
議
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
後
、
検
察
庁
に
告
発
書
が
提
出
さ
れ
、
今
後
司
法
の
手
に
よ
り
吉
野
市
長
の
証
言
が
偽
証
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
も
の
と
思
い
ま
す
の
で
、
今
出
さ
れ

た
辞
職
勧
告
決
議
は
拙
速
で
あ
る
と
考
え
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
直
ち
に
態
度
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
か
ね
る
の
で
、
私
か
ら
は
本
議
案
に
対
し
て
、
反
対
の
意
見
を
申
し
上
げ
、

私
の
討
論
と
い
た
し
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
次
に
寺
本
保
英
議
員
の
発
言
を
許
し
ま
す
。
十
五
番
寺
本
保
英
議
員
。

〔
十
五
番

寺
本
保
英
登
壇
〕

○
十
五
番
（
寺
本
保
英
）
議
長
か
ら
発
言
の
許
可
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
私
か
ら
は
た
だ
い
ま
益
田
議
員
か
ら
提
案
さ
れ
ま
し
た
発
議
第
十
号

吉
野
市
長
に
対
す
る
辞
職
勧

告
決
議
に
対
し
て
、
賛
成
の
立
場
か
ら
討
論
い
た
し
ま
す
。

先
ほ
ど
益
田
議
員
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
私
は
昨
年
四
月
二
十
二
日
に
吉
野
市
長
が
市
長
に
就
任
さ
れ
、
そ
れ
以
降
の
市
長
の
行
政
運
営
に
強
い
懸

念
を
抱
い
て
お
り
ま
す
。

こ
の
間
の
様
々
な
時
と
場
所
に
お
け
る
吉
野
市
長
の
言
動
は
、
一
貫
性
が
な
く
、
市
政
の
停
滞
を
招
き
、
市
政
の
混
乱
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で

あ
り
、
市
長
の
資
質
に
は
強
い
懸
念
を
抱
く
も
の
で
あ
り
ま
す
。

市
長
は
、
二
元
代
表
制
の
一
翼
を
担
う
議
会
の
存
在
意
義
と
、
長
と
議
会
が
、
独
立
、
対
等
の
関
係
に
立
ち
、
相
互
に
緊
張
関
係
を
保
ち
な
が
ら
協
力
し
て
自
治
体
運
営
に
あ

た
る
責
任
を
有
し
て
い
る
と
い
う
憲
法
の
精
神
を
理
解
し
、
市
政
を
運
営
す
る
べ
き
で
あ
り
ま
し
た
。

よ
っ
て
、
吉
野
市
長
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
、
さ
ら
に
、
五
條
市
政
を
預
か
る
最
高
責
任
者
と
し
て
の
資
格
に
欠
け
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
の
判
断
を
す
る
も
の
で
あ
り



ま
す
。

吉
野
市
長
に
対
す
る
辞
職
勧
告
決
議
は
、
む
し
ろ
遅
き
に
失
し
た
と
さ
え
考
え
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
私
の
賛
成
討
論
と
い
た
し
ま
す
。

議
員
各
位
に
は
、
何
と
ぞ
御
賛
同
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
以
上
で
討
論
を
終
結
い
た
し
ま
す
。

こ
れ
よ
り
本
案
を
採
決
い
た
し
ま
す
。
こ
の
採
決
は
起
立
に
よ
り
行
い
ま
す
。

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
本
案
は
、
本
決
議
案
の
と
お
り
決
す
る
こ
と
に
、
賛
成
の
方
の
起
立
を
求
め
ま
す
。

〔
賛
成
者
起
立
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
起
立
多
数
で
あ
り
ま
す
。

よ
っ
て
吉
野
市
長
に
対
す
る
辞
職
勧
告
決
議
案
は
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
吉
野
市
長
の
入
場
を
許
し
ま
す
。

〔
市
長
入
場
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
吉
野
市
長
に
申
し
上
げ
ま
す
。

た
だ
い
ま
の
吉
野
市
長
に
対
す
る
辞
職
勧
告
決
議
案
は
、
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
次
に
日
程
第
四
、
発
議
第
十
一
号
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

事
務
局
長
に
朗
読
さ
せ
ま
す
。

○
事
務
局
長
（
森
本
博
文
）
発
議
第
十
一
号

新
た
な
過
疎
対
策
法
の
制
定
に
関
す
る
意
見
書
。

標
記
の
こ
と
に
つ
い
て
、
別
紙
の
と
お
り
提
出
す
る
の
で
決
議
を
求
め
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
五
日
提
出

提

出

者

五
條
市
議
会
議
員

黄

木

英

夫



賛

成

者

五
條
市
議
会
議
員

土

井

康

嗣

〃

田

原

清

孝

〃

寺

本

保

英

〃

峯

林

宏

政

〃

益

田

吉

博

〃

西

本

幸

洋

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
提
案
理
由
の
趣
旨
説
明
を
求
め
ま
す
。
議
会
運
営
委
員
会
黄
木
英
夫
委
員
長
。

〔
議
会
運
営
委
員
会
委
員
長

黄
木
英
夫
登
壇
〕

○
議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
（
黄
木
英
夫
）
た
だ
い
ま
上
程
さ
れ
ま
し
た
発
議
第
十
一
号

新
た
な
過
疎
対
策
法
の
制
定
に
関
す
る
意
見
書
に
つ
い
て
、
案
を
朗
読
し
て
提
案
理
由

の
説
明
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

新
た
な
過
疎
対
策
法
の
制
定
に
関
す
る
意
見
書
（
案
）

過
疎
対
策
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
五
年
の
「
過
疎
地
域
対
策
緊
急
措
置
法
」
制
定
以
来
、
三
次
に
わ
た
る
特
別
措
置
法
の
制
定
に
よ
り
、
総
合
的
な
過
疎
対
策
事
業
が
実
施

さ
れ
、
過
疎
地
域
に
お
け
る
生
活
環
境
の
整
備
や
産
業
の
振
興
な
ど
一
定
の
成
果
を
上
げ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
人
口
減
少
と
高
齢
化
は
特
に
過
疎
地
域
に
お
い
て
顕
著
で
あ
り
、
路
線
バ
ス
な
ど
公
共
交
通
機
関
の
廃
止
、
医
師
及
び
看
護
師
等
の
不
足
、
耕
作
放
棄
地
の

増
加
、
森
林
の
荒
廃
な
ど
生
活
・
生
産
基
盤
の
弱
体
化
が
進
む
中
で
、
多
く
の
集
落
が
消
滅
の
危
機
に
ひ
ん
す
る
な
ど
、
過
疎
地
域
は
極
め
て
深
刻
な
状
況
に
直
面
し
て
い
る
。

過
疎
地
域
は
、
我
が
国
の
豊
か
な
自
然
や
歴
史
・
文
化
を
有
す
る
ふ
る
里
の
地
域
で
あ
り
、
ま
た
、
都
市
に
対
し
て
、
食
糧
・
水
資
源
の
供
給
、
自
然
環
境
の
保
全
と
い
や
し

の
場
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
森
林
に
よ
る
地
球
温
暖
化
の
防
止
に
貢
献
す
る
な
ど
の
多
面
的
・
公
共
的
機
能
を
担
っ
て
い
る
。

過
疎
地
域
は
、
国
民
共
通
の
財
産
で
あ
り
、
国
民
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
美
し
い
国
土
と
豊
か
な
環
境
を
未
来
の
世
代
に
引
き
継
ぐ
努
力
を
し
て
い
る
地
域
で
あ
る
。

現
行
の
「
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
」
は
平
成
二
十
二
年
三
月
末
を
も
っ
て
失
効
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
過
疎
地
域
が
果
た
し
て
い
る
多
面
的
・
公
共
的
機
能
を
今
後

も
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
引
き
続
き
過
疎
地
域
の
振
興
を
図
り
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
の
生
活
を
支
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

過
疎
地
域
が
、
そ
こ
に
住
み
続
け
る
住
民
に
と
っ
て
安
心
・
安
全
に
暮
ら
せ
る
地
域
と
し
て
健
全
に
維
持
さ
れ
る
こ
と
は
、
同
時
に
、
都
市
を
も
含
め
た
国
民
全
体
の
安
心
・



安
全
な
生
活
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
引
き
続
き
総
合
的
な
過
疎
対
策
を
充
実
強
化
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
新
た
な
過
疎
対
策
法
の
制
定
を
強
く
要
望
す
る
。

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
五
日

五
條
市
議
会

議
員
各
位
に
は
、
何
と
ぞ
御
賛
同
賜
り
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
提
案
の
趣
旨
説
明
が
終
わ
り
ま
し
た
。

こ
れ
よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。
─
─
。

質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
本
案
は
討
論
並
び
に
委
員
会
付
託
を
省
略
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
本
案
は
討
論
並
び
に
委
員
会
付
託
を
省
略
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

こ
れ
よ
り
本
案
を
採
決
い
た
し
ま
す
。

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
本
案
は
原
案
の
と
お
り
可
決
し
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
本
案
は
原
案
の
と
お
り
可
決
し
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

な
お
、
意
見
書
の
取
扱
い
に
つ
き
ま
し
て
は
、
議
長
に
御
一
任
願
い
ま
す
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
次
に
日
程
第
五
、
発
議
第
十
二
号
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

事
務
局
長
に
朗
読
さ
せ
ま
す
。

○
事
務
局
長
（
森
本
博
文
）
発
議
第
十
二
号

仕
事
と
生
活
の
調
和
（
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）
の
街
づ
く
り
に
関
す
る
意
見
書
。



標
記
の
こ
と
に
つ
い
て
、
別
紙
の
と
お
り
提
出
す
る
の
で
決
議
を
求
め
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
五
日
提
出

提

出

者

五
條
市
議
会
議
員

黄

木

英

夫

賛

成

者

五
條
市
議
会
議
員

土

井

康

嗣

〃

田

原

清

孝

〃

寺

本

保

英

〃

峯

林

宏

政

〃

益

田

吉

博

〃

西

本

幸

洋

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
提
案
理
由
の
趣
旨
説
明
を
求
め
ま
す
。
議
会
運
営
委
員
会
黄
木
英
夫
委
員
長
。

〔
議
会
運
営
委
員
会
委
員
長

黄
木
英
夫
登
壇
〕

○
議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
（
黄
木
英
夫
）
た
だ
い
ま
上
程
さ
れ
ま
し
た
発
議
第
十
二
号

仕
事
と
生
活
の
調
和
（
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）
の
街
づ
く
り
に
関
す
る
意
見

書
に
つ
い
て
、
案
を
朗
読
し
て
提
案
理
由
の
説
明
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

仕
事
と
生
活
の
調
和
（
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）
の
街
づ
く
り
に
関
す
る
意
見
書
（
案
）

今
、
長
時
間
労
働
は
社
会
全
体
に
と
っ
て
大
き
な
課
題
で
あ
り
、
働
く
人
た
ち
の
心
身
へ
の
影
響
、
家
庭
生
活
と
の
両
立
の
困
難
さ
、
地
域
社
会
の
担
い
手
不
足
、
少
子
化
な

ど
の
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
と
き
「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
働
き
方
や
暮
ら
し
方
、
地
域
社
会
の
在
り
方
を
見
直
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
目
指
す
も
の

は
、
一
人
一
人
が
健
康
で
生
き
生
き
と
働
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
、
安
心
し
て
妊
娠
・
出
産
、
育
児
や
介
護
な
ど
の
家
庭
生
活
を
充
実
さ
せ
、
自
ら
の
職
業
能
力
開
発
を
図
り
、

地
域
活
動
に
も
参
加
で
き
る
「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
社
会
」
で
あ
る
。

そ
の
実
現
に
向
け
て
、
五
條
市
は
「
仕
事
と
生
活
の
調
和
（
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）
憲
章
」
に
沿
っ
て
、
仕
事
と
生
活
の
調
和
を
実
現
し
て
い
る
企
業
へ
の
支
援
、

保
育
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
な
ど
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
街
づ
く
り
に
行
政
、
企
業
、
労
使
団
体
、
民
間
団
体
、
住
民
が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な



ら
な
い
。

よ
っ
て
、
国
に
お
か
れ
て
は
、
労
働
政
策
に
限
る
こ
と
な
く
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
政
策
を
実
行
す
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
五
日

五
條
市
議
会

議
員
各
位
に
は
、
何
と
ぞ
御
賛
同
賜
り
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
提
案
の
趣
旨
説
明
が
終
わ
り
ま
し
た
。

こ
れ
よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。
─
─
。

質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
本
案
に
つ
き
ま
し
て
は
討
論
並
び
に
委
員
会
付
託
を
省
略
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
本
案
は
討
論
並
び
に
委
員
会
付
託
を
省
略
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

こ
れ
よ
り
本
案
を
採
決
い
た
し
ま
す
。

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
本
案
は
原
案
の
と
お
り
可
決
し
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
本
案
は
原
案
の
と
お
り
可
決
し
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

な
お
、
意
見
書
の
取
扱
い
に
つ
き
ま
し
て
は
、
議
長
に
御
一
任
願
い
ま
す
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
こ
の
際
、
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。

各
常
任
委
員
会
委
員
長
及
び
議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
か
ら
、
会
議
規
則
第
九
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
お
手
元
に
配
付
い
た
し
て
お
り
ま
す
閉
会
中
継
続
調
査
申
出
一
覧
表

の
と
お
り
閉
会
中
の
継
続
調
査
申
出
書
が
提
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。



各
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
出
の
と
お
り
閉
会
中
の
継
続
調
査
と
す
る
こ
と
に
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
申
出
ど
お
り
閉
会
中
の
継
続
調
査
と
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
以
上
で
、
本
日
の
日
程
は
全
部
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
本
定
例
会
の
会
期
は
三
十
日
ま
で
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
議
事
が
全
部
終
了
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
本
日
こ
れ
を
も
っ
て
閉
会
し
た
い
と
思
い
ま
す

が
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
本
定
例
会
は
本
日
こ
れ
を
も
っ
て
閉
会
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
閉
会
に
当
た
り
、
一
言
ご
あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ
ま
す
。

議
員
各
位
に
は
、
平
成
十
九
年
度
五
條
市
各
会
計
決
算
認
定
を
始
め
重
要
案
件
の
審
議
に
終
始
御
熱
心
に
御
精
励
賜
り
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
市
長
の
答
弁
虚
偽
疑
惑
及
び
公
職
選
挙
法
違
反
疑
惑
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
一
年
以
上
に
わ
た
り
熱
心
か
つ
慎
重
に
調
査
を
い
た

だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

理
事
者
各
位
に
は
事
務
事
業
の
執
行
に
際
し
、
代
表
監
査
委
員
ま
た
本
会
議
各
常
任
委
員
会
及
び
決
算
委
員
会
、
特
別
委
員
会
に
お
け
る
議
員
各
位
の
御
意
見
、
御
提
言
を
十

分
尊
重
さ
れ
、
市
民
に
信
頼
さ
れ
る
行
政
と
市
政
の
一
層
の
向
上
を
目
指
し
て
御
精
励
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
し
て
、
閉
会
の
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

市
長
か
ら
閉
会
の
ご
あ
い
さ
つ
が
あ
り
ま
す
。
吉
野
市
長
。

〔
市
長

吉
野
晴
夫
登
壇
〕

○
市
長
（
吉
野
晴
夫
）
閉
会
に
当
た
り
ま
し
て
一
言
ご
あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
と
慎
重
審
議
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ま
た
、
私
も
、
昨
年
就
任
以
来
一
年
数
箇
月
い
ろ
ん
な
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
特
に
百
条
委
員
会
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
前
市
長
が
病
気
が
原
因
で
退
任
な
さ
っ
た
と
い
う
大



き
な
前
提
の
中
で
、
ま
た
、
市
長
就
任
以
前
の
こ
と
、
そ
し
て
暴
力
団
幹
部
と
一
部
議
員
と
の
事
実
無
根
の
話
、
し
か
し
、
こ
の
件
は
検
察
庁
に
言
う
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
こ

と
で
、
公
平
の
場
に
出
し
て
い
た
だ
き
良
か
っ
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
っ
き
り
と
決
着
も
つ
け
た
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
ま
ち
か
ら
談
合
は
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
談
合
が
な
く
な
っ
た
見
返
り
か
な
と
、
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
こ
れ
を
も
ち
ま
し
て
平
成
二
十
年
第
三
回
定
例
会
を
閉
会
い
た
し
ま
す
。

午
後
二
時
三
分
閉
会

本
会
議
録
の
正
当
な
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
こ
こ
に
署
名
す
る
。

議

会

議

長

西

尾

彦

和

議

会

副

議

長

太

田

好

紀

署

名

議

員

大

谷

龍

雄

署

名

議

員

田

原

清

孝

署

名

議

員

西

本

幸

洋


